
新型コロナウイルス感染症 陽性者の発生に伴う、 

事業所（森の工房やの）の閉鎖について（第 1 報） 

4 月 1 日に森の工房やの事業所内において利⽤者 1 名、4 月 2 日に利⽤者 1 名、4 月 4 日に

利⽤者 2 名、4 月 5 日に利⽤者 3 名、4 月 6 日に利⽤者 3 名・職員 1 名、4 月 7 日に利⽤者 1

名・職員 1 名、計 13 名、別棟の事業所である森の工房みみずく事業所内においても、4 月 6

日に利⽤者 1 名、4 月 8 日に利⽤者 1 名の計 2 名が新型コロナウイルスに感染したことが確認

されました。（4 月 8 日正午時点） 

森の工房やのにつきましては、4 月 5 日に発生源と思われる該当エリア（作業班）を閉鎖い

たしましたが、発熱やのどの痛みなどの体調不良者及び濃厚接触者が増えていることから当法

人判断により 4 月 6 日より障害福祉サービス事業所森の工房やの【生活介護事業・就労継続支

援 B 型事業（cafe 含む）・短期入所事業】のすべての業務を停止し事業所を 4 月 12 日まで閉

鎖することといたしました。4 月 12 日までは対象事業所の利⽤者及び濃厚接触者に該当する

職員による通所または出勤を停止し、⾃宅にて健康観察をしていただいております。 

4 月 13 日より該当事業所の営業を再開予定ですが、今後の感染者数の状況次第では閉鎖期

間が延⻑される可能性があります。その場合におきましては保健所の指導の下、事業所職員及

び当法人全体が一体となって保健所と連携し、1 日でも早い事業所の営業再開に向けて努めて

まいります。 
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